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独立行政法人制度改革関連法案の概要 

 

 

Ⅰ 独立行政法人通則法の一部を改正する法律案 

 

１ 「独立行政法人」制度を廃止し、「行政法人」制度を創設 

主務大臣が設定した政策目標の達成を目指すため、政策実施機能を担う法人

の業務運営への適切な関与の強化を図る。この観点から、従来の独立性が強調

される「独立行政法人」の名称を廃止し、主務大臣（行政府）の政策目標達成

のための法人であることを端的に示す「行政法人」の名称とし、法律の名称を

「行政法人通則法」に改める。 

 

２ 法人の事務・事業の特性に着目したガバナンスの導入 

法人の事務・事業の特性、国の関与の在り方等、適用される規律が異なるも

のについて、次の２つに分類。 

 

＜中期目標行政法人＞ 

一定の自主性・自律性を発揮し、中期的視点から効率的かつ効果的な事

務・事業の実施が期待される法人 

⇒ 中期的な目標管理により当該期間中に裁量を発揮し、目標達成を図る。 

※ 中期目標行政法人の中の類型については、それぞれの類型に応じたガ

バナンスについて、個別法において規律する予定（必要な法改正は、次

期通常国会に提出予定）。 

 

＜行政執行法人＞ 

国との密接な連携の下で、事務・事業の確実な執行が期待される法人 

⇒ 国の指示等の下で、停滞が許されない事務・事業について、単年度単

位の業務運営により確実に執行。 

 

３ 新たな法人制度にふさわしい規律の整備（共通的ルール） 

 

（１）組織規律 

① 違法あるいは不適切な業務運営が明らかな場合、主務大臣の是正・業務

改善命令（行政執行法人については監督命令）等の必要な措置を明記。 
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② 監事・会計監査人に法人の業務に関する調査権限の付与、内部統制シス

テム整備の義務化等による法人の内部ガバナンスの強化、適正な業務運営

に係る役員の義務と責任を明記。 

 

③ 役員の任命・任期 

・ 法人の長及び監事は、主務大臣が内閣の承認を得て任命。 

・ 法人の長及び監事の任期は中期目標行政法人にあっては中期目標期間 

（行政執行法人にあっては個別法で定める。）。 

・ 役員の任命に当たり原則として公募を実施。 

 

④ 役職員の再就職規制 

・ 他の役職員の再就職あっせんを規制。 

・ 在職中の自己の求職活動を規制。 

・ 再就職者からの働きかけを受けた場合の届出義務。 

 

（２）財政規律 

運営費交付金の財源が貴重な税金であることを踏まえ、適切な使用に係る

責務を明記。 

 

（３）一貫性・実効性のある目標・評価の仕組み 

政策責任者たる主務大臣が責任をもって、法人の目標設定から評価まで一

貫して実施し、政策目標の確実な実現を図るため、一貫性・実効性のある目

標・評価の仕組みを構築。 

 

（４）国民目線での第三者機関のチェック 

総務省に中立・公平な行政法人評価制度委員会（第三者機関）を設置し、

以下の事務を所掌（委員は内閣総理大臣任命）。 

 

①主務大臣が行う業績評価等の点検 

主務大臣の業績評価等を点検し、意見を述べること。 

 

＜中期目標行政法人関係＞ 

・ 中期目標設定 

・ 中期目標期間の業績評価 

・ 中期目標期間終了時の法人の存廃を含めた業務・組織の全般的見直し 
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＜行政執行法人関係＞ 

・ ３年から５年の間に行う業務運営の効率化の実施状況の業績評価 

 

②主務大臣への勧告、内閣総理大臣への意見具申 

・ 中期目標行政法人の中期目標期間終了時の見直しに際し、法人の主要

な事務及び事業の改廃について、主務大臣に勧告すること。 

・ 上記勧告事項について、内閣法の規定に基づく措置がとられるよう内

閣総理大臣へ意見を具申すること。 

 

③行政法人に係る目標・評価の制度・運営の適正化 

・ 総務大臣が策定する目標・評価の指針（ガイドライン）を点検し、意

見を述べること。 

・ 行政法人に係る評価の制度又は運営の重要事項を調査審議し、それぞ

れ総務大臣又は主務大臣に意見を述べること。 

 

Ⅱ 独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備

に関する法律案 

 

独立行政法人通則法の改正に伴い、関係する諸法律の規定を整備。 

 

・総務省設置法を改正し、行政評価・監視の対象に行政法人の業務の実施状況を

追加。このほか、「独立行政法人」を「行政法人」に改めるなど、関係法律

（約350法律）の整備を行う。 

 

Ⅲ 施行日 

 

公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日（平成26

年４月１日を予定） 

 

（注）来年の通常国会に提出する予定の個別法人の改正法案についても、同日の施行を予定。 














